
指定訪問介護並び第１号訪問事業 

（介護予防訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス） 

重要事項説明書 

 

あなた（利用者）に対する指定訪問介護事業並びに介護予防・日常生活支援総合事業第１号

訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス）の提供開始にあたり、

当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業の目的及び運営方針 

 （1）指定訪問介護事業 

１ 要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の

生活全般にわたるサービスを提供します。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。 

３ 地域との結び付きを重視し、市町村等保険者、居宅介護支援事業所、その他保健医療サ

ービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 

 

（２）第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス） 

１ 要支援状態又は事業対象者となった場合においても、利用者の心身機能の改善、環境調

整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利

用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大

限引き出す支援を行います。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。 

３ 利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効

率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサー

ビス提供に努めます。 

 

２．職員の職種、人数及び職務内容 

 

職員の職種 

 

 

員数 

 

区   分 常勤換算を

した場合の

人員数 

 

職 務 内 容 

 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  １   0.5 
訪問介護事業の業務・ 

サービス指揮管理 

ｻｰﾋﾞｽ提供責

任者 
 ３ ２ １    

利用者及び家族との連

絡調整・相談等 

訪問介護員   

（介護福祉士） 
      

介護サービスの提供 
介護職員初任者 

研修等修了者 
      

連合が実施する一

定の研修修了者 
      

 



 

３．営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から日曜日までの３６５日営業 

営業時間 午前７時から午後１１時まで 

 

 

４．サービスの提供方法及び内容 

サービスの提供 訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、

生活援助型訪問サービス）の提供に際しては、あらかじめ、介護支援専門

員が作成した居宅サービス計画書及び介護予防支援・サービス計画書に沿

ってサービスを提供します。 

サービスの内容 

 

居宅を訪問し、居宅サービス計画及び介護予防支援・サービス計画に沿っ

て次のサービスを提供します。 

1．身体介護に関すること。 

   入浴介護、排泄介護、食事介助、身体の清拭、洗髪、衣類の脱着の

介護、通院等の介助その他必要な身体介護 

2．生活援助に関すること。 

   調理、衣類の洗濯・補修、居住等の掃除、整理整頓、生活必需品の

買物、その他必要な生活援助 

3．相談、助言に関すること。 

   生活、身上、介護に関する相談・助言、住宅改良に関する相談・助

言、その他必要な相談・助言 

※生活援助型訪問サービスの提供に際しては、2．生活援助に関することの

み提供します。 

問い合わせ又は

利用申し込み方法 

訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、

生活援助型訪問サービス）の提供に関する問い合わせ又は利用申し込みは、

電話、文書及び事業所への来所等により受け付けます。 

 

 

５．利用料及びその他の費用 

（１）法定給付 

区   分 利    用    料 

法定代理受領の場合 介護報酬の告示上の額 

居宅介護（支援）サービス費の介護保険負担割合証に記載され

た割合相当額             ※別紙料金表参照 

法定代理受領でない場合 介護報酬の告示上の額 

（居宅介護（支援）サービス費に同じ） 

 

（２）法定外給付 

区   分 利    用    料 

交 通 費 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して

指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費を請求します。 

１㎞につき ３７円 

 



（３）キャンセル料 

区   分 利    用    料 

キャンセル料 利用をキャンセルされる場合は、利用予定日の前日までに当事業所へキ 

ャンセルの連絡をお願いします。利用予定日の当日のキャンセルの場合 

は、下記の料金をいただきます。尚、利用予定日の当日キャンセルが頻 

繁な場合、サービス提供をお断りする場合があります。 

利用予定日の前日まで  無 料 

利用予定日の当日   ５００円 

 

６．通常の事業の実施区域 

事業の実施区域 佐賀市  小城市 

 

７．苦情申立先 

当事業所 

相談窓口 

 窓口担当者  居宅事業所    係 長   山田 万里子 

        ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業部 管理者    大石 信子 

 受付時間   ８時３０分～１７時３０分（毎日） 

 受付方法   電話：０９５２－６２－５６２５ 

        面接：相談室    苦情箱  施設内に設置 

シオンの園 

オンブズマン 

委員会 

窓口担当者 総務部長 

受付時間：９時００分～１８時００分 

      （月～金曜日、祝日・年末年始を除く） 

  電話：０９５２－６２－５５６６ 

外部相談窓口 

佐賀県国民健康保険団体連合会  介護保険係 

住所：佐賀市呉服元町７番２８号 

受付：８時３０分～１７時１５分 

    （月～金曜日、祝日・年末年始を除く） 

電話：０９５２―２６―１４７７ 

佐賀中部広域連合  給付課  指導係 

住所：佐賀市白山２丁目１番１２号（佐賀商工ビル５階） 

受付：８時３０分～１７時１５分 

    （月～金曜日、祝日・年末年始を除く） 

電話：０９５２―４０―１１３１ 

佐賀県福祉サービス運営適性化委員会（佐賀県社会福祉協議会内） 

   住所：佐賀市天神１丁目４－１５ 

受付：８時３０分～１７時１５分 

    （月～金曜日、祝日・年末年始を除く） 

電話：０９５２―２３―２１５１ 

 

８．具体的取扱い方針 

サービスの提供 ・正当な理由なく訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪

問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス）、の提供の否定は

しません。ただし、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用者に対

して自ら適当な訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪

問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス）、を提供すること



が困難な場合は、適当な他の訪問介護事業者を紹介します。 

・利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、訪問介護サービス及び第

１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サ

ービス）、の目標を立て、その目標を達成する為の具体的なサービ

ス内容等の訪問介護計画を作成します。尚、必要に応じて訪問介護

計画の変更をすることがあります。 

受給資格証の確認 ・訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サー

ビス、生活援助型訪問サービス）の提供を開始する際に、被保険者

資格、要介護認定等の有無及び有効期間等の受給資格証の確認をさ

せていただきます。 

・被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、それを配慮

して訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当

サービス、生活援助型訪問サービス）を提供します。 

・要介護認定を受けておられない利用者については、本人の意向を踏

まえて介護認定申請に必要な援助を行います。 

居宅介護支援事業者

や地域包括支援セン

ターとの連携 

・訪問介護サービス及び第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サー

ビス、生活援助型訪問サービス）が円滑に提供できるよう、居宅介

護支援事業者や地域包括支援センター、その他保険医療サービスま

たは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

保険給付の請求の 

ための証明書の交付 

・法定代理受領サービスに該当しない訪問介護サービス及び第１号訪

問事業（介護予防訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス）

に係る利用料を請求した場合は、提供した介護の内容、費用の額等

を記載したサービス提供証明書を交付します。 

 

９．秘密保持 

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は守ります。 

サービス担当者会議、地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあらかじめ文書に

より得た上で行います。 

 

１０．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

・虐待防止に関する責任者を選定しています。 

            
虐待防止に関する責任者 管理者 大石 信子 

・成年後見制度の利用を支援します。 

・苦情解決体制を整備しています。 

・従業者に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施しています。 

・当事業所従業者または居宅サービス事業者、養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待が疑われる場合には、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

 



１１．身体的拘束の適正化について 

事業者はサービスの提供にあたって、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を 

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。 

２ やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

３ 身体的拘束等の適正化を図るため以下の措置を講じます。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催し、その結果について

周知徹底を図ります。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

③ 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しています。 

 

１２．緊急時における対応方法 

１ 訪問介護員は訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、

速やかに主治医や家族に連絡する等の措置を講じると共に、管理者に報告を行います。 

２ 訪問介護の実施中に天災その他の災害が発生した場合、必要によりサービス利用者の避

難等の措置を講じるほか、管理者に連絡しその指示に従います。 

３ 利用者に対して、介護サービスを提供したことにより損害賠償すべき事故が発生した場

合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、利用者の過失による事故の場合は損害賠

償は行いません。 

４ 訪問介護事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録を行い

ます。 

緊急時の連絡先 

日中帯 

（8：00～18：00） 

 担当者   訪問介護      管理者  大石 信子 

                       

 連絡先      電 話  ０９５２－６２－５６２５ 

緊急時の連絡先 

夜間帯 

（18：00～翌 8：00） 

特別養護老人ホームシオンの園 

電 話  ０９５２－６２－５５６６ 

 居宅事業所           係 長  山田 万里子 

電 話  ０９５２－６２－６０８０ 

 

１３. 第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 

１ あり 

実 施 日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

○2  なし 



（別紙１） 

 

 

肖像権について 

 

 

当施設のホームページ・パンフレット・社内研修・掲示物・広報誌等において、

ご利用者様の映像・写真を使用させていただきたい場合がございます。使用に関し

ましては次の内容に当てはまるところに〇をご記入ください。 

 

 

(ア)  掲示物     （ 使用可 ・ 使用不可 ） 

(イ)  ホームページ  （ 使用可 ・ 使用不可 ） 

(ウ)  広報誌     （ 使用可 ・ 使用不可 ） 

(エ)  パンフレット  （ 使用可 ・ 使用不可 ） 

(オ)  社内研修    （ 使用可 ・ 使用不可 ） 

(カ)  社外研修    （ 使用可 ・ 使用不可 ） 

 



介護サービス計画作成における個人情報の提示同意書 

 

 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の

範囲内で使用することに同意します。 

 

 

記 

 

 

１． 使用する目的 

① 事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に

基づき、指定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担

当者会議や地域ケア会議等において必要な場合。 

② 医療機関への情報提供や、行政機関において必要な場合。 

③ 外部監査機関、評価機関への情報提供や損害賠償保険などに係る保険

会社等への相談または届出等において必要な場合。 

④ 上記にかかわらず緊急を要する時の連絡などの場合。 

 

２． 使用にあたっての条件 

① 個人情報の提示は、必要最小限に留め、情報開示の際には関係者以外には

決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

② 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録してお

くこと。 

 

３． 情報提示の内容 

・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他の利用者や家族に関する情

報 

・ 認定調査票（調査項目及び特記事項）、主治医意見書、介護認定審査会にお

ける判定結果の意見（認定結果通知書） 

・ その他の情報 



私は、本書面に基づいて当施設職員（職名：       氏名       ）から上記

重要事項の説明を受け、また個人情報の提示に同意した事を確認します。 

  年 月 日 

利用者 住所                         

 氏名                          

（代筆者名）   氏名               続柄       

              代筆理由                  

利用者の家族 住所                         

 氏名                          

 続柄         

 



別 紙 １ 

＜訪問介護サービス利用料金＞ 

訪問介護サービスについて、日中の時間帯（午前８時から午後６時）での１回の利用料金は次の通りです。 

身
体
介
護 

訪 問 時 間 ２０分未満 
２０分以上 

３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 

１時間以上 

１時間半未満 

１時間半以上 

３０分増す毎 

１.基本料金 １，７９０円 ２，６８０円 ４，２６０円 ６，２４０円 900円～910円 

２.自己負担額（１割） １７９円 ２６８円 ４２６円 ６２４円 90～91円 

３.自己負担額（２割） ３５８円 ５３６円 ８５２円 １，２４８円 180～186円 

４.自己負担額（３割） ５３７円 ８０４円 １，２７８円 １，８７２円 270～273円 

生
活
援
助 

訪 問 時 間  
２０分以上 

４５分未満 
４５分以上  

１.基本料金  １，９７０円 ２，４２０円  

２.自己負担額（１割）  １９７円 ２４２円  

３.自己負担額（２割）  ３９４円 ４８４円  

４.自己負担額（３割）  ５９１円 ７２６円  

混
合
援
助 

訪 問 時 間 
身体１生活１ 

（身体30分生活30分） 

身体１生活２ 

（身体30分生活60分） 

身体2生活1 

（身体60分生活30分） 

１.基本料金 ３，４００円 ４，１１０円 ４，９７０円 

２.自己負担額（１割） ３４０円 ４１１円 ４９７円 

３.自己負担額（２割） ６８０円 ８２２円 ９９４円 

４.自己負担額（３割） １，０２０円 １，２３３円 １，４９１円 

      （特定事業所加算１０％を含む） 

 

＜加 算＞ 

 
初回加算 

（利用開始月のみ） 

緊急時訪問介護加算 

（１回につき） 

生活機能向上 

連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) 
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

１．利用料金 ２，０００円 １，０００円 
(Ⅰ)1,000円 

(Ⅱ)2,000円 

総利用額（加減算済み額）に24.5％

を乗じた額 

２.自己負担額（１割） ２００円 １００円 
(Ⅰ) 100円 

(Ⅱ) 200円 
24.5％を乗じた額の１割 

３.自己負担額（２割） ４００円 ２００円 
(Ⅰ) 200円 

(Ⅱ) 400円 
24.5％を乗じた額の２割 

４.自己負担額（３割） ６００円 ３００円 
(Ⅰ) 300円 

(Ⅱ) 600円 
24.5％を乗じた額の３割 

 

＜その他（加算及び減算）＞ 

・早朝（午前６時～午前８時） 

・夜間（午後６時～午後１０時） 
所定金額×２５％加算 

・深夜（午後１０時～午前６時） 所定金額×５０％加算 

・２人のヘルパー派遣の場合 所定金額×２００％ 
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＜第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）利用料金＞ 

介護予防訪問介護相当サービスについて、１ヶ月の利用料金は次の通りです。 

 介護予防訪問介護 

相当サービス費Ⅰ 

週１回程度（要支援１・２） 

介護予防訪問介護 

相当サービス費Ⅱ 

週２回程度（要支援１・２） 

介護予防訪問介護 

相当サービス費Ⅲ 

週３回程度（要支援２のみ） 

１．利用料金 １１，７６０円 ２３，４９０円 ３７，２７０円 

２.自己負担額（１割） １，１７６円 ２，３４９円 ３，７２７円 

３.自己負担額（２割） ２，３５２円 ４，６９８円 ７，４５４円 

４.自己負担額（３割） ３，５２８円 ７，０４７円 １１，１８１円 

 

 

＜加 算＞ 

 
初回加算 

（利用開始月のみ） 

生活機能向上 

連携加算Ⅰ 

生活機能向上 

連携加算Ⅱ 
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

１．利用料金 ２，０００円 １，０００円 ２，０００円 
総利用額（加減算済み額）に24.5％

を乗じた額 

２.自己負担額（１割） ２００円 １００円 ２００円 24.5％を乗じた額の１割 

３.自己負担額（２割） ４００円 ２００円 ４００円 24.5％を乗じた額の２割 

４.自己負担額（３割） ６００円 ３００円 ６００円 24.5％を乗じた額の３割 

 

 

＜基準緩和型訪問サービス（生活援助型訪問サービス）利用料金＞ 

生活援助型訪問サービスについて、１ヶ月の利用料金は次の通りです。 

 訪問型サービス費Ⅰ 

週１回程度（要支援１・２） 

訪問型サービス費Ⅱ 

週２回程度（要支援１・２） 

訪問型サービス費Ⅲ 

週３回程度（要支援２のみ） 

１．利用料金 １０，０００円 １９，９８０円 ３１，６９０円 

２.自己負担額（１割） １，０００円 １，９９８円 ３，１６９円 

３.自己負担額（２割） ２，０００円 ３，９９６円 ６，３３８円 

４.自己負担額（３割） ３，０００円 ５，９９４円 ９，５０７円 
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＜加 算＞ 

 
初回加算 

（利用開始月のみ） 
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 



１．利用料金 １，７００円 
総利用額（加減算済み額）に24.5％を

乗じた額 

２.自己負担額（１割） １７０円 24.5％を乗じた額の１割 

３.自己負担額（２割） ３４０円 24.5％を乗じた額の２割 

４.自己負担額（３割） ５１０円 24.5％を乗じた額の３割 

 

 

※特定事業所加算：サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質や確保や介護職員の活動環境の整備、

重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。 

※初回加算：新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が利用開始月内に訪問又は同行した場合に

加算されます。（介護予防訪問介護相当サービスも同じ） 

※緊急時訪問介護加算：利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護

支援専門員が必要と認めた時に、居宅サービス計画にない訪問（身体介護）を行った場合に加算され

ます。 

※生活機能向上連携加算：訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション実施時にサービス提供責任者が自宅を訪問し理

学療法士等と共同して行ったアセスメントに基づき訪問介護計画書を作成しサービス提供を行った

場合に算定を行います。 

※介護職員等処遇改善加算：介護職員の処遇改善や介護人材確保するために賃金改善や資質の向上等の取組みを継続的に行う

事業所に認められる加算です。 

             介護職員等処遇改善加算は区分支給限度額基準額の対象外となります。 


